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令和３年１２月１０日 美郷町農業委員会会議録 

 

 

令和３年１２月１０日午後２時農業委員会総会を美郷町役場に招集した。 

 

 

１．出席委員は、次のとおり 

 

    

    

１番  小 西 嘉 之       １０番  山 田 貞 子  

２番  加 藤 堅之助       １１番  中 野 龍太郎 

３番  髙 橋 秀 行       １２番  佐 藤   久 

４番  佐々木 竜 孝       １３番  木 村 とも子 

５番  奥 山 秀 治       １５番  深 沢   靖 

６番  佐々木 定 廣       １６番  鈴 木 敏 夫 

７番  深 田 秋 彦       １７番  髙 橋 正 尚 

８番  細 井 千代文        

９番  井 関 一 良       

 

 

 

 

 

 

 

 本会委員出席者  １６名 

 

 

 

２．欠席委員は次のとおり 

 

１４番  髙 橋 正 和 

 

欠席者       １名 
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１．出席事務局職員 

 

局  長         大 澤   修 

庶務班長兼農地調整班長  加 藤 隆 輝 

上席主査         髙 橋 章 浩 

 

 

２．会議事件は下記のとおり 

 

第 １  議事録署名員の指名について 

第 ２  議案第５２号 宅地に付属した農地の指定について 

第 ３  議案第５３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第 ４  議案第５４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

第 ５   議案第５５号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の決定について 

第 ６  議案第５６号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の決定について（農地中間管理権の取得） 

第 ７  議案第５７号 非農地証明の申請に対する可否の決定について 

第 ８  議案第５８号 土地改良事業参加資格の交替の承認について 

第 ９  議案第５９号 農地の取得等に係る別段の面積の設定について 

第１０  議案第６０号 美郷農業振興地域整備計画変更（案）に対する

意見について 

 

 

 

 

 

会長 髙橋 正尚  午後３時４８分本委員会の閉会を告げた。 
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令和３年１２月１０日農業委員会総会会議録 

 

１．日     時     令和３年１２月１０日 

 

２．場     所     美郷町役場特別会議室 

 

３．開     会     午後２時 

  

４．閉     会     午後３時４８分 

 

５．議事録署名委員      ２番  加 藤 堅之助 

３番  髙 橋 秀 行 

 

●議  長 それでは、ただ今から令和３年第１２回農業委員会総会を開会いたします。

ただ今の出席委員は、定足数に達しております。 

      お手元に配布してございます、議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

●議  長 それでは、日程第１、議事録署名員は、委員会規則第１８条第３項の規定に

より指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議事録署名委員は、２番、加藤委員、３番、

髙橋委員を指名します。 

●議  長 次に、日程第２、議案第５２号宅地に付属した農地の指定についてを上程し

議題とします。議案第５２号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第５２号、申請番号４番について議案書をもとに朗読、説明 】 

      申請番号４番、仙南地区の畑２筆、２９４㎡、譲渡人は○○○さんです。申

請地に隣接する宅地の居住者は、これまでも当該地を借りて耕作しており、

譲渡人は町外在住であることから、今後も譲渡人が耕作することは難しく、

贈与の申し出がありました。「美郷町宅地に付属した農地の別段の面積取扱

基準」第４条の各要件を満たしているものと考えられます。資料として１ペ

ージに位置図、２ページに公図を添付しております。２ページの公図で宅地

は５６番です。以上です。 

●議  長 議案第５２号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、審査の報告をお願いします。 

１０番委員 申請番号４番について審査の報告をいたします。１１月２５日に○○○さん

のお宅に伺い審査確認いたしました。もともと住宅に住んでいた○○○さん

が何年も農地を管理しており、何ら問題がなかったことを報告いたします。

以上です。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号４番について質疑を行います。

質疑ございませんか。 

 ２番委員 申請番号４番は、農地法第３条の申請番号４２番と関わってくると思います
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ので、併せて質問いたします。○○○さんは自作地８５７㎡で今２９４㎡を

贈与して、残りも耕作放棄地に繋がらないようにしてもらいたいことと、○

○○さんは○○○歳ということで、贈与後ご家族がおれば、今後、耕作放棄

地にならないと思いますので、家族状況がわかれば説明をお願いします。 

１０番委員 娘さんが二人おりまして、今も手伝っていますが、耕作できなくなれば娘さ

んが来てやるということでした。 

 ２番委員 わかりました。 

●議  長 ほかに質疑ございませんか。 

      【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号４番については、原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 

 【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号４番については原案のとおり決し

ました。よって、日程第２、議案第５２号については原案のとおり指定いた

します。 

●議  長 次に、日程第３、議案第５３号農地法第３条の規定による許可申請について

を上程し議題とします。議案第５３号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第５３号、申請番号４２番から５１番までについて議案書をもとに

朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

申請番号４２番、仙南地区の畑２筆、２９４㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。先ほどの議案第５２号申請番号４番の案件です。贈与で、

対価はありません。 

申請番号４３番、六郷地区の田２８筆、畑６筆、計９，８０５㎡、渡人は○

○○さん、受人は○○○さん、両者は親子です。後継者へ生前一括贈与する

ためのもので、対価はありません。 

申請番号４４番、仙南地区の田８筆、畑１筆、計２８，５３２㎡、渡人は○

○○さん、受人は○○○さんです。両者は親子です。後継者へ生前一括贈与

するためのもので、対価はありません。 

申請番号４５番、千畑地区の田５筆、３，６１９㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。両者は叔父と甥の関係です。渡人の農地は弟が耕作し

ておりましたが、弟が亡くなり、弟の家族では耕作できないことから、受人

が耕作していくことになりました。対価はありません。 

申請番号４６番、仙南地区の田１筆、２，０４３㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。農地の交換です。対価はありません。 

申請番号４７番、仙南地区の田１筆、２，０６５㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。申請番号４６番に関連した農地の交換です。対価はあ

りません。 

続きまして使用貸借権です。 

申請番号４８番、仙南地区の田１筆、９７５㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。渡人は当該地の管理ができず、受人が耕作するものです。
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多少荒れているため、使用貸借で、期間は１０年間です。 

続きまして賃貸借権です。 

申請番号４９番、千畑地区の田４筆、１０，５９７㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。渡人はこれまでも賃貸借契約しておりましたが、こ

れまで受けていた方が耕作できなくなったため、受人を変更するものです。

１０ａあたり○○○円で、期間は３年間です。 

申請番号５０番、千畑地区の田２筆、２，５１９㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。申請理由は申請番号４９番と同じです。１０ａあたり

○○○円で、期間は３年間です。 

申請番号５１番、千畑地区の田３筆、１０，０８３㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。渡人が耕作できなくなった農地について、受人へ賃

貸借するものです。１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号４２番から５１番までの申請内容につきましては、農地法第３条第

２項の各号には該当しておりませんので、許可要件を満たしているものと考

えられます。以上です。 

●議  長 議案第５３号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号４２番から５１番までについ

て質疑を行います。質疑ございませんか。 

      【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号４２番から５１番までについては

原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号４２番から５１番までについては

原案のとおり決しました。よって、日程第３、議案第５３号については原案

のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に、日程第４、議案第５４号農地法第５条の規定による許可申請について

を上程し議題とします。議案第５４号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第５４号、申請番号１４番から１７番までについて議案書をもとに

朗読、説明 】 

申請番号１４番、六郷地区の畑２筆、２，７９３㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。当該地は、以前りんご栽培をしておりましたが、現在

は木を伐採して保全管理をしております。受人は建築業、不動産業を営んで

おり、事業の拡大に伴い新たな住宅用地が必要となったため、宅地分譲地と

して計画しました。面積は宅地分譲地１，８８５㎡、雪捨て場・緩衝地３２

６㎡、道路５８２㎡です。総事業費は○○○円で全額自己資金、用地取得費

は総額で○○○円です。当該地は第３種農地で、農地法施行規則第４４条第

３号にあります「都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定め

られていること」とあり、この場所は第一種住居地域になります。この案件

につきましては、９ページに位置図、１０ページに配置図、１１ページに公

図を添付しております。 

申請番号１５番、六郷地区の畑４筆、２，２４１㎡、渡人は○○○さん、受
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人は○○○さんです。当該地は申請番号１４番の案件の隣地となっており、

宅地分譲時の資材置場として使用し、分譲後も引き続き資材置場とする計画

です。面積は資材置場が２，２４１㎡です。総事業費は○○○円で全額自己

資金、用地取得費は総額で○○○円です。当該地は第３種農地で、申請理由

は申請番号１４番と同じです。この案件につきましては、９ページに位置図、

１０ページに配置図、１２ページに公図を添付しております。 

申請番号１６番、仙南地区の田１筆、５００㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。受人は建設業を営んでおり、事業の拡大に伴い敷地が手狭

となり、現住居を会社の建物とし、新しく住宅を建築する計画です。面積は

住宅２０４．５１㎡、通路・雪捨て場・緩衝地２９５．４９㎡です。総事業

費は○○○万円で自己資金○○○円、借入資金○○○円、用地取得費は総額

○○○円です。当該地は第１種農地ですが、農地法施行規則第３３条第４号

にあります「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の

日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」に該当

すると判断しております。この案件につきましては、１３ページに位置図、

１４ページに配置図、１５ページに平面図、１６、１７、１８、１９ページ

に立面図、２０ページに公図を添付しております。 

申請番号１７番、千畑地区の畑２筆、５，２００㎡の内２，５２０㎡、渡人

は○○○さん、受人は○○○さんです。育苗土として使用する赤土を採取す

るための一時転用です。総事業費は○○○円で全額自己資金、用地借上費は

総額○○○円です。期間は３年間です。当該地は農用地区域内農地ですが、

農地法施行令第１１条第１項第１号イの「申請に係る農地又は採草放牧地を

仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであって、

当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必

要であると認められるものであること」に該当すると判断しております。こ

の案件につきましては、２１ページに位置図、２２ページに配置図、２３ペ

ージに平面図、２４ページに断面図、２５、２６ページに公図を添付してお

ります。断面図につきましては、修正前の図面を送付してしまい、差し替え

をお願いいたします。以上です。 

●議  長 議案第５４号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、転用でございますので、申請番号１４番から順に調査の報告をお

願いします。 

 ３番委員 申請番号１４番、１５番は関連がありますので、併せて報告いたします。１

１月２８日午前１１時頃、中野委員と受人の○○○さんとともに、現地にお

いて聴き取り調査いたしました。渡人には電話で聴き取りいたしました。調

査項目に基づき調査した結果、何ら問題がなかったことを報告いたします。

ちなみに当該用地の西側は、現在○○○で分譲している土地であります。以

上です。 

１０番委員 申請番号１６番について調査の報告をいたします。１１月２５日午前９時

頃、佐藤委員、事務局職員と受人立会いのもと、現地で調査いたしました。

調査項目に基づき調査した結果、何ら問題はありませんでしたが、これから
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雪が降るので来春に工事するということでありましたので、以上報告しま

す。 

 ８番委員 申請番号１７番について調査の報告をいたします。１１月２２日午前７時半

頃、髙橋会長と髙橋正和委員、事務局職員と現地を確認し調査いたしました。

調査項目に基づき調査した結果、何ら問題がなかったことを報告します。以

上です。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号１４番から１７番までについ

て質疑を行います。質疑ございませんか。 

１１番委員 申請番号１７番についてですが、配置図を見ると農地の真ん中に２メートル

下げて掘削するというように見えますが、分断してその後整地はしないとい

うことですか。 

●庶務班長 断面図を見ていただきますと、表土２０センチを剥ぎ取りまして、赤土を採

取します。その後に表土を戻して完了となります。平面図のＡ側○○○は、

同じ所有者でありまして、以前から赤土を採取してきたところで、引き続き

採取する計画のようです。 

１１番委員 そういう意味ではなく、前後が分断されて中のいいところだけ下がるように

見えますので、将来的に畑にしたくても使い辛くなるのではないかと思いま

す。本来１枚の田が３つに分かれるのではないかということです。 

１７番委員 私も調査に行きましたので、若干補足させていただきます。受人はご存じの

とおり育苗の土に使っております。年次計画で５、６年も前からずっと土採

取をしておりまして、下の方から順序に行っています。今回はこの場所から

採取ということですが、前後の場所も水が溜まらないようにやっておりま

す。もう少し図面が分かりやすければ良かったかと思います。 

１１番委員 配置図では前と後の田が残るので、全体的に下がるのならばいいのですが、

前後が遊休農地になってしまうのではないかという懸念があったからです。 

１７番委員 ２２ページの配置図の町道ですけれども、町道の上の方、配置図と書いてい

る右側、それから下がってきてカーブになって、また戻っていますけれども、

ここまでずっと下がってきている道路です。その道路に合わせて下げるとい

うことで、現状は勾配があって道路に接続していますので、図面では分かり

にくいです。２４ページの断面図も実際傾斜がついているので、Ｂ側が上が

っていてＡ側が下がっております。 

１１番委員 総事業費が少ないから、そういうことしか出来ないということもあります

か。 

１７番委員 経費については算定方法がよく分かりませんが、継続事業でやっているの

で、そんなにかからないということだと思います。 

 ４番委員 この周辺はずっと継続事業でやっているところですよね。 

１７番委員 ずっと継続してやっているので、例えれば、緩いスキー場の斜面を平らにし

ているという状況です。そのため、将来的に豆とかをやるとすれば、作業は

やりやすくなるともいえます。水が溜まらないように表土は戻しているし、

年次計画で行っているということです。 
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●議  長 暫時休憩します。                  午後２時２８分 

●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。         午後２時２９分 

 

１１番委員 何年もやっているということですが、もう少し分かりやすい書類を今後出し

てもらうようお願いします。 

●議  長 ほかに質疑ございませんか。 

      【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１４番から１７番までについては

原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１４番から１７番までについては

原案のとおり決しました。よって、日程第４、議案第５４号については原案

のとおり許可相当と意見決定し、秋田県農業会議に諮問いたします。 

●議  長 次に、日程第５、議案第５５号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定についてを上程し議題とします。議案第５５号について事務

局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第５５号、申請番号８５番から９６番までについて議案書をもとに

朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

申請番号８５番、仙南地区の田１筆、５，７６８㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。受人がこれまで当該地を賃貸借契約しておりましが、

渡人が農地を手放したいことから売買することとなりました。売買価格は１

０ａあたり○○○円で、引き渡し時期は１２月３１日を予定しております。

受人の経営状況につきましては、資料１ページのとおりです。農機具一式を

所有しております。 

申請番号８６番、仙南地区の田２筆、１２，３５９㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。渡人は当該地を賃貸借契約しておりましたが、これ

まで受けていた方が耕作できなくなり、今回の受人が購入し、耕作すること

となりました。売買価格は総額○○○円で、引き渡し時期は１２月３１日を

予定しております。受人の経営状況につきましては、資料２ページのとおり

です。農機具一式を所有しております。 

申請番号８７番、六郷地区の田２筆、３，９５７㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は父が亡くなり相続しましたが、離農したいとい

うことから、受人が購入するものです。１０ａあたり○○○円で、引き渡し

時期は１２月３１日を予定しております。受人の経営状況につきましては、

資料３ページのとおりです。農機具一式を所有しております。 

申請番号８８番、六郷地区の田１筆、仙南地区の田１筆、計１，０３６．８

４㎡、渡人は○○○さん、受人は○○○さんです。当該地は旧町村界となっ

ておりますが、１区画の農地です。渡人は当該地が遠方であることから、隣

接地を耕作している受人へ売買するものです。総額○○○円で、引き渡し時

期は１２月３１日を予定しております。受人の経営状況につきましては、資
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料４ページのとおりです。農機具一式を所有しております。 

申請番号８９番、仙南地区の田１筆、８６９㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。農地集約のため、農地法第３条の交換案件のほかに、当該

地を売買するものです。総額○○○円で、引き渡し時期は１２月３１日を予

定しております。受人の経営状況につきましては、資料５ページのとおりで

す。トラクター、田植機は共同、ほかの農機具は所有しております。 

申請番号９０番、仙南地区の田２筆、６，８１７㎡、渡人は○○○さん、受

人は公益社団法人秋田県農業公社です。公社特例事業で、渡人から公社を経

由して受け手へ売買するものです。渡人が離農するためで、売買価格は１０

ａあたり○○○円です。買受け予定者は○○○さんで、引き渡し時期は２月

２２日を予定しております。 

申請番号９１番、仙南地区の田７筆、１３，２１５㎡、渡人は○○○さん、

受人は公益社団法人秋田県農業公社です。申請理由は申請番号９０番と同じ

です。売買価格は総額○○○円です。買受け予定者は○○○さんで、引き渡

し時期は２月２２日を予定しております。 

続きまして貸借権設定です。 

申請番号９２番、千畑地区の田５筆、１２，５６５㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。渡人は農業経営の規模を縮小し、受人が耕作するこ

ととなりました。１０ａあたり○○○円で、期間は５年間です。受人の経営

状況につきましては、資料６ページのとおりです。農機具一式を所有してお

ります。 

申請番号９３番、千畑地区の田８筆、１６，２１５㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。渡人はこれまでも賃貸借契約しておりましたが、受

人を変更するものです。１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間です。受

人の経営状況につきましては、資料７ページのとおりです。農機具一式を所

有しております。 

申請番号９４番、仙南地区の田２筆、８，３５０㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。再設定です。１０ａあたり○○○円で、期間は１０年

間です。受人の経営状況につきましては、資料８ページのとおりです。農機

具一式を所有しております。 

申請番号９５番、千畑地区の田５筆、畑１筆、計６，５２１㎡、渡人は○○

○さん、受人は○○○さんです。再設定です。１０ａあたり○○○円で、期

間は１０年間です。受人の経営状況につきましては、資料９ページのとおり

です。トラクター、田植機、コンバインを所有し、乾燥、籾摺りは委託して

おります。 

申請番号９６番、千畑地区の田１２筆、１５，８４２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。再設定です。１０ａあたり○○○円で、期間は１０

年間です。受人の経営状況につきましては、資料１０ページのとおりです。

農機具一式を所有しております。 

申請番号８５番から９６番までの１２件につきましては、いずれも農業経営

基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられま
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す。以上です。 

●議  長 議案第５５号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号８５番から９６番までについ

て質疑を行います。質疑ございませんか。 

 ２番委員 申請番号８６番についてですが、１２，３５９㎡という面積に対して、総額

○○○円とかなり安い売買価格です。その理由は双方納得ということだと思

いますが、優良農地にも関わらず安いという理由は何かあるのですか。 

１２番委員 申請番号８６番について、私が調査しましたので説明させていただきます。 

この渡人ですが、元々、別の方に１０年以上耕作をしてもらっていました。

これまで受けていた方が耕作出来なくなり、渡人は今更田を戻されても機械

もなく困るということで、受人に総額○○○円でいいから買ってもらいたい

と相談したようです。それで受人がこの金額であったら買うということで決

まったようです。以上です。 

 ２番委員 わかりました。 

●議  長 ほかに質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号８５番から９６番までについては

原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号８５番から９６番までについては

原案のとおり決しました。よって、日程第５、議案第５５号については原案

のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に日程第６、議案第５６号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の決定についてを上程し議題とします。農地中間管理権の取得でござ

います。議案第５６号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第５６号、申請番号２４８番から３３５番までについて議案書をも

とに朗読、説明 】 

農地中間管理事業による貸借権設定です。契約期間は、申請番号２４８番が

令和３年１２月１５日から令和１８年１２月３１日までの１５年１か月間、

そのほかは令和３年１２月１５日から令和１３年１２月３１日までの１０

年１か月間です。１２月中に契約期間がスタートすることで、令和３年度の

経営転換協力金の対象となります。 

申請番号２４８番、１３，６１６㎡、出し手は○○○さん、受け手は○○○

さんです。 

申請番号２４９番、５，９３２㎡、出し手は○○○さん、受け手は○○○さ

んです。 

申請番号２５０番、９９４㎡、出し手は○○○さん、受け手は○○○さんで

す。 

申請番号２５１番、１，０１１㎡、出し手は○○○さん、○○○さんの共有

です。受け手は○○○さんです。 

申請番号２５２番、１６，１６４㎡、出し手は○○○さん、受け手は○○○
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さんです。 

申請番号２５３番、１４，８２８㎡、出し手は○○○さん、受け手は○○○

さんです。 

申請番号２５４番、１５，２８３㎡、出し手は○○○さん、受け手は○○○

さんです。 

申請番号２５５番、２，７６４㎡、出し手は○○○さん、受け手は○○○さ

んです。 

申請番号２５６番、２０４㎡、出し手は○○○さん、受け手は○○○さんで

す。 

申請番号２５７番、１９，９９２㎡、出し手は○○○さん、受け手は○○○

さんです。 

申請番号２５８番、４５，１７６㎡、出し手は○○○さん、受け手は○○○

さんです。 

申請番号２５９番から２８１番までの受け手は、○○○さんです。申請番号

２７５番、２７７番、２８１番は賃貸借、それ以外は使用貸借です。すべて

仙南地区の農地です。 

申請番号２５９番、１２，２１４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２６０番、９，６７８㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２６１番、１７，８２３㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２６２番、２，１３９㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２６３番、９，６７６㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２６４番、４２，６２９㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２６５番、２２，６１３㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２６６番、７，６１０．２６㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２６７番、９４７㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２６８番、８，７８４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２６９番、１４，１６４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２７０番、５，５６８㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２７１番、２０，２９２㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２７２番、１３，８０４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２７３番、９，７１８㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２７４番、２６，４０４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２７５番、１，７１１㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２７６番、８，９４６㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２７７番、６，３２８㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２７８番、２４，９０９㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２７９番、３２，５２２㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２８０番、２４，４７４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２８１番、４，７１８㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２８２番から２９７番までの受け手は○○○さんです。すべて仙南

地区の農地です。 
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申請番号２８２番、２８，６７９㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２８３番、２，４６９㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２８４番、４，２１６㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２８５番、８１，２８７㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２８６番、２，１８２㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２８７番、３，０２１㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２８８番、３，０８８㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２８９番、２２，４２８㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２９０番、２２，９８４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２９１番、２，６５３㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２９２番、１，８４０㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２９３番、１，５４３㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２９４番、３，５２２㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２９５番、９８６㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２９６番、９６７㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２９７番、２，０８２㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２９８番から３３４番までの受け手は○○○さんです。 

申請番号２９８番、９，７８５㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号２９９番、３，７７０㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３００番、１４，５９８㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３０１番、３，０３４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３０２番、２３，６４４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３０３番、３１，８７５㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３０４番、２３，０７７㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３０５番、１９，２７９㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３０６番、１３，３０７㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３０７番、７８，３１７㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３０８番、２２，６０７㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３０９番、３７，９１０㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３１０番、２７，１１６㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３１１番、３０，６７６㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３１２番、１５，４０９㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３１３番、４，４１３㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３１４番、２６，６７３㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３１５番、２，４２４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３１６番、２，６５９㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３１７番、１９，４６１㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３１８番、１６，９５０㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３１９番、６６，９７９㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３２０番、７，５５６㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３２１番、９，４４２㎡、出し手は○○○さんです。 
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申請番号３２２番、２，０３５㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３２３番、２２，６５４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３２４番、５，７３４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３２５番、６，５４４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３２６番、９，４０３㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３２７番、２，９７９㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３２８番、５，４１７㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３２９番、６，１１７㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３３０番、１５，９６４㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３３１番、３，１１６㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３３２番、１１，７９１㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３３３番、８，１０５㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３３４番、１６，２６６．４６㎡、出し手は○○○さんです。 

申請番号３３５番、６，８２１㎡、出し手は○○○さんです。受け手は○○

○さんです。 

申請番号２４８番から３３５番までの８８件につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。以

上です。 

●議  長 議案第５６号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号２４８番から３３５番までの

８８件について質疑を行います。質疑ございませんか。 

１１番委員 参考までに教えてください。申請番号２５９番から２８１番までの○○○で

すけれども、２２件のうち３件だけが賃貸借で、あとは使用貸借ということ

について、理由がわかれば教えてください。 

●庶務班長 こちらに関しては、使用貸借の方は、土地所有者から作業に従事してもらい、

作業賃金で支払うそうです。賃貸借の方は、作業に出ない方のようです。金

額については、今まで契約していた額を引き継いだとのことです。 

１１番委員 わかりました。 

●議  長 ほかに質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号２４８番から３３５番までについ

ては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号２４８番から３３５番までについ

ては原案のとおり決しました。よって、日程第６、議案第５６号については

原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に日程第７、議案第５７号非農地証明の申請に対する可否の決定について

を上程し議題とします。議案第５７号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第５７号、申請番号６番について議案書をもとに朗読、説明 】 

申請番号６番、千畑地区の畑１筆、１，５４２㎡、申請者は○○○さんです。

申請理由は、以前畑でしたが耕作条件が悪く、３０年以上耕作していないた
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め、現況に即した地目へ変更するためのものです。資料は１ページに位置図、

２ページに公図、３ページに現場写真を添付しております。 

この案件につきましては、美郷町非農地証明事務取扱基準第５条の各要件を

満たしているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第５７号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、調査の報告をお願いします。 

 ８番委員 申請番号６番について調査の報告をいたします。１１月２２日午前７時半

頃、髙橋会長、髙橋正和委員、事務局職員とともに取扱基準に基づき調査し

た結果、非農地証明は適当であると判断し、何ら問題がなかったことを報告

します。以上です。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号６番について質疑を行います。

質疑ございませんか。 

 ２番委員 公図を見たところ、○○○が申請に係る土地ですが、周りは多分畑かと思わ

れます。そのことを鑑みますと、確かに耕作放棄状態になっていて、非農地

に値する農地かもしれませんが、周りが農地であるときに、ここだけ除外し

て非農地にするのはちょっとおかしいのかなと感じます。写真を見れば非農

地のようですが、○○○は山林かもしれませんので、○○○も非農地で続い

ているのであればやむを得ないとは思いますが、ここだけ間が抜けたように

非農地証明となるのはいかがなものかと感じました。 

●庶務班長 ○○○は山林になっておりまして、○○○も山林原野ですので、西側の方は

連なっております。 

 ２番委員 ○○○，○○○、○○○などは畑ですか。 

●庶務班長 東側は畑となっております。 

 ２番委員 ○○○ということは分筆したようなので、何年か前に非農地となっていると

いうことですか。 

●庶務班長 もともと山林原野だと思われます。 

１７番委員 担当地区の１４番委員が欠席ですので、詳細はわかりませんが、ここは○○

○の自治会の農地でした。もともと水が来ない採草地だったと思います。そ

れを○○○の方々がもともとの○○○を分けたので、このような枝番がつい

た状態になっているようです。○○○が道路になっていますが、ものすごく

細い道路で、昔は耕運機だと良かったと思いますが、今のトラクターとか軽

トラックだと、ちょっと失敗すれば道路から落ちてしまうようなところで

す。手前のところも少し荒れている状態で、一番駄目なのは谷地のため、溜

まった水が抜けて行けないので、手を掛けることができなかったと思われま

す。まして○○○は山林であり、傾斜で緩く上がっていくので、○○○、○

○○の辺りに水が溜まって抜けて行けないため、畑にできないと現地を見て

感じました。 

 ２番委員 だいたい状況的にはわかりました。隣の○○○が山林原野であれば地続きな

ので、仕方がないかなとは思います。 

 

●議  長 暫時休憩します。                  午後３時０５分 
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●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。         午後３時２７分 

 

●議  長 ほかに質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号６番については原案のとおり決す

ることにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号６番については原案のとおり決し

ました。よって、日程第７、議案第５７号については原案のとおり非農地と

判断することに決定いたします。 

●議  長 次に日程第８、議案第５８号土地改良事業参加資格の交替の承認についてを

上程し議題とします。議案第５８号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第５８号、申請番号１番について議案書をもとに朗読、説明 】 

申請番号１番、六郷地区の田９筆、７，１６２㎡、申出者は現資格者が○○

○さん、新資格者が○○○さんです。当該地は○○○の受益地です。交替の

理由は、○○○の事業運営に参加するために申出しました。美郷町土地改良

事業参加資格交替承認事務処理要領第２条第１項第３号で「土地改良事業の

円滑な推進や土地改良区の適切な管理・運営に資すると認められる場合」に

該当しているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第５８号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号１番について質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１番については原案のとおり決す

ることにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１番については原案のとおり決し

ました。よって、日程第８、議案第５８号については原案のとおり承認する

ことに決定いたします。 

●議  長 次に日程第９、議案第５９号農地の取得等に係る別段の面積の設定について

を上程し議題とします。議案第５９号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第５９号について議案書をもとに朗読、説明 】 

●議  長 議案第５９号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。議案第５９号について質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、議案第５９号については原案のとおり決す

ることにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、日程第９、議案第５９号については原案の

とおり決定いたしました。 
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●議  長 次に日程第１０、議案第６０号美郷農業振興地域整備計画変更（案）に対す

る意見についてを上程し議題といたします。 

 

●議  長 暫時休憩します。                   午後３時３２分 

●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。          午後３時３３分 

 

●議  長 それでは、議案第６０号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第６０号について議案書をもとに朗読 】 

農政課職員 議案第６０号の美郷農業振興地域整備計画変更（案）について説明させてい

ただきたいと思います。 

それでは早速ですが、議案第６０号の資料１ページ目と２ページ目をご覧く

ださい。今回申請がありました除外案件が１ページ目に記載している２件、

編入案件が２ページ目に記載している６件で、合計８件の申請がありまし

た。 

まず始めに、除外の案件から説明いたします。 

除外申請１番についてですが、転用事業者、土地所有者ともに○○○さんで

す。申請地は○○○で、変更申請面積は１１７㎡、変更前地目は畑、変更後

の用途は一般車庫となっております。 

続きまして、農振法第１３条第２項の農振除外要件について説明いたしま

す。資料の７ページをご覧ください。 

第１号についてですが、除外地が必要であり規模が適当であると判断した理

由は、現在の車庫の老朽化に伴い、新たに建築を考えていますが、既存宅地

内だけでは面積上、建築が困難であるため、宅地と隣接した当該地にまたが

る形での建築を希望しているものです。除外面積は１１７㎡で、車庫の敷地

として利用するには妥当な規模であると判断しました。 

除外地の選定に至るまでの検討状況などですが、既存宅地内は別の建物等で

手狭であり、住宅に隣接した農地以外の土地はなかったことから、車庫の新

築には当該地が最適であると判断しました。 

第２号から第５号までについては記載のとおりとなっておりまして、農地の

集団化、担い手への集積、土地改良施設の機能への支障などはありません。 

以上のことから農振計画からの除外について問題ないものと考えます。 

除外申請１番についての説明は以上となります。 

続きまして申請２番について説明いたします。資料の１ページ目をご覧くだ

さい。転用事業者が○○○さん、土地所有者が○○○さんであります。 

申請地は、○○○、変更申請面積は３３４㎡、変更前地目は畑、変更後の用

途は生花店舗となっております。 

続きまして、農振法第１３条第２項の農振除外要件について説明いたしま

す。資料の１１ページをご覧ください。 

第１号についてですが、除外地が必要であり規模が適当であると判断した理

由について、転用事業者は生花取り扱い小売店舗の建設を希望しています

が、既存宅地面積では新たに建築することが困難であるため、町内の空き地
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利用及び利便性、人・車の往来性を考え、適地と判断しました。除外面積は

３３４㎡で、生花店舗として利用するには妥当な規模であると判断しまし

た。 

除外地の選定にあたりましては、既存宅地面積では新たに建築することが困

難であり、近隣空き地、店舗等を探しましたが、条件で折り合いがつかなか

ったとのことです。 

第２号から第５号までについては記載のとおりとなっており、農地の集団

化、担い手への集積、土地改良施設の機能への支障などはありません。以上

のことから農振計画からの除外について問題ないものと考えます。 

除外申請２番については以上となります。 

続きまして、農振計画への編入の案件をご説明いたします。資料の２ページ

目の編入申出者一覧をご覧ください。 

編入申請は６件、筆数は８筆、編入申請面積は、合計１１，０７６㎡となっ

ております。こちらは全て、農業競争力強化農地整備事業、いわゆるほ場整

備事業を実施するための農振区域への編入となります。事業実施地区につい

ては、令和２年度に採択されて現在実施中の明田地野際地区となります。転

用事業者は○○○で、土地所有者及び申請地は、一覧に記載のとおりとなっ

ております。 

続きまして、農振法第１０条第３項の農振計画編入要件についての説明をい

たします。資料の１５ページをご覧ください。 

第５号についてありますが、編入が必要であると判断した理由として、令和

２年度採択の農業競争力強化農地整備事業明田地野際地区実施のためで、工

事予定は令和４年４月となっております。 

今回の農振計画変更案件は除外が２件、編入が６件です。説明は以上となり

ます。 

●議  長 議案第６０号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。議案第６０号について質疑を行います。

質疑ございませんか。 

１６番委員 除外の方の申請２番についてですが、店舗を建てるということは、水周り、

トイレ関係も付くことですか。そして畑なので改良区からは外れております

が、浄化槽の排水の放流先は改良区の許可が必要ですので、その辺はどうな

っていますか。 

農政課職員 汚水については、合併浄化槽を設置するということで申請をいただいており

ます。ちなみに水道は上水道を利用ということになっております。 

１６番委員 その排水の許可は改良区からもらわないといけません。田んぼだと改良区に

入っていますが、畑なので改良区から外れているけれども、その辺しっかり

してもらわないといけないということです。 

農政課職員 申請関係をしっかりするように申請者に指導させていただきます。 

●議  長 よろしいですか。 

１６番委員 わかりました。 
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●議  長 暫時休憩します。                   午後３時４４分 

●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。          午後３時４７分 

 

●議  長 ほかに質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、議案第６０号については意見の答申ですが、

許可相当と意見決定してもよろしいでしょうか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、日程第１０、議案第６０号については原案

のとおり許可相当の意見を附して答申いたします。 

●議  長 以上で会議案件はすべて終了いたしました。 

●議  長 これをもちまして、令和３年第１２回農業委員会定例総会を閉会いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

   会議終了 午後３時４８分 
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